
横浜市神奈川区地域ケアプラザ指定管理者公募要項等にお寄せいただいた質問に対し次のとおり回答します。
●質問１

	資料名等
	公募要項　１ページ　（１）指定期間

	質　問
	地域ケアプラザの契約期間は５年となっていますが、同事業者への継続契約はあるのですか？
　あるとすればどのような要件となりますか？

	回　答
	　指定管理者の選定にあたっては、次の理由により「原則公募」としています。
1 選定過程の透明性を高め、指定管理者制度の運用に対する市民の信頼性を高められると考えられること

2 特定または極めて限定された数の応募しか見込まれない場合であっても、公募の実施により、次の効果が期待できること

ア　施設目的の明確化等のマネジメントシステムの基礎となる条件を整えることが可能となること

イ　潜在的な競争性を生み出すことにより、現指定管理者に対して、管理運営水準の維持向上の動機付けにつながること
　から「原則公募」としています。

　　また、指定管理期間については、５年を標準としています。
　　以上のようなことを踏まえ、公募した上で、同一事業者が選定されることはありえます。

	●質問２（反町地域ケアプラザ）

	資料名等
	公募要項　８ページ　（４）応募手続きについて

	質　問
	公募要項　共通資料について質問させていただきます。
　提出資料のうち、「法人の登記事項証明書」「法人税等の納税証明書」「労働保険料の納付証明書」について、複数の施設を応募する場合、すべての施設の申請に原本を添付しなければなりませんか？

　コピー等の提出は認められるでしょうか？

	回　答
	　登記事項証明書等の公的機関から発行される諸証明については、複数応募する場合は、申請書に「○○区役所、○○地域ケアプラザの申請に「ケ　法人の登記事項証明書」、「シ　過去３年間の法人税・法人市民税・消費税及び地方消費税等の納税証明書」、「ス　過去２年間の労働保険料の納付証明書」については、原本提出済み」と記載した紙と各証明書のコピーを添付してください。
　ただし、原本と照合した結果、内容に不一致があった場合は、当該申請を無効とします。
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